
　　　

○道路法　第４３条第２項

物や物件をみだりに設置してはならない。

　次の各号に掲げる行為は、してはならない。

○自動車の保管場所の確保等に関する法律
　 第１１条第２項　　　

罰則：1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

ない。

に道路に置いてはならない。 　何人も、次の各号に掲げる行為は、してはなら

1．自動車が道路上の同一の場所に引き続き１２

　 第１１条　　　
○自動車の保管場所の確保等に関する法律

　何人も、道路上の場所を自動車の保管場所とし

て使用してはならない。

罰則：3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

○道路交通法　第７６条第１項（抜粋）

除雪作業の遅れの原因とな

ります。また、見通しの悪

行を妨げることがあります。人命の救出は、一分

一秒を争います。迷惑駐車は、次の法律で禁止さ

れています。絶対にやめましょう。

迷惑駐車は絶対にやめまし

ょう。

す。冬季の迷惑駐車は他の

  以上駐車することとなるような行為

罰則：5万円以下の罰金

  いう。)に道路上の同一の場所に引き続き８時間

迷惑駐車があると
　　除雪ができません！
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    　除雪についての情報やお知らせを『なよろの除雪』と題して発行します。

　みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 　　今月号は、 「道路に関する禁止行為（法律編）」についてです。

道路は法律を守って
　きれいに使いましょう

迷惑駐車は
　　　絶対やめましょう！

○道路法　第４３条第１項 　迷惑駐車は消防車や救急車などの特殊車両の通

罰則：3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす

虞のある行為をすること。

○道路交通法　第７６条第４項（抜粋）

   ろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類

る道路における禁止行為は、次の各号に掲げる

ものとする。

２．みだりに交通の妨害となるように道路にど

　道路交通法第７６条第４項第７号の規定によ

７．道路、交通の状況により、公安委員会が、

   道路における 交通の危険性や、著しく交通の

　信号機、道路標識等、これらに類似する工作

　妨害となる恐れがあると定めた行為

　　　もしくは5万円以下の罰金

敷地内から道路へ雪を
出すのも法律違反！

○道路交通法　第７６条第３項（抜粋）

　みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積

   する物をまき、又は捨てること。

い吹雪のときなどは、交通

事故に繋がる恐れがありま

季節以上に大変危険です。

○道路交通法施行細則　第１９条 　迷惑駐車は夜間の除雪車の通行の妨げとなり、

　交通の妨害となるような方法で物件をみだり

罰則：３ヵ月以下の懲役又5万円以下の罰金

2.  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間を

  時間以上駐車することとなるような行為

なよろの除雪 


